
資料３
特定事業主行動計画 指標と目標数値

第３次行動計画 第３次行動計画（見直し）

子どもの出生時※における男性職員の８

日以上の休暇の取得率
※ 出産予定日６週間（多胎妊娠の場合は１４週

間）前から産後８週間まで

ただし、職員からの請求により任命権者が特

に必要と認める場合は上記期間に最長２週間を

加算した期間

目標数値：平成３１年度までに９０％以上

とします。

子どもの出生時※における男性職員の８

日以上の休暇の取得率
※ 出産予定日６週間（多胎妊娠の場合は１４週

間）前から産後８週間まで

ただし、職員からの請求により任命権者が特

に必要と認める場合は上記期間に最長２週間を

加算した期間

目標数値：平成３１年度までに９０％以上

とします。

女性職員の育児休業の取得率

目標数値：希望する女性職員全員が取得で

きるよう環境整備に努めます。

女性職員の育児休業、部分休業の取得率

目標数値：希望する女性職員全員が取得で

きるよう環境整備に努めます。

男性職員の育児休業、部分休業の取得率

目標数値：平成３１年度までに育児休業、

部分休業とも、それぞれ１０％以

上とします。

男性職員の育児休業、部分休業の取得率

目標数値：育児休業、部分休業とも、それ

ぞれ１０％以上とします。

採用試験受験者※に占める女性の割合
（※ ９月に実施する統一採用試験一次試験の受験

者（一般事務のみ）を対象）

目標数値：採用試験（一次試験）受験者に

占める女性の割合を４０％以上と

します。

女性職員の管理職への登用率

目標数値：平成３１年度までに、課長級以

上に占める女性職員の割合を１５

％以上、副課長級以上に占める女

性職員の割合を３０％以上としま

す。

時間外勤務の時間数

目標数値：各職員の１年間の時間外勤務時

間数について、人事院指針等に定

める上限目安時間の３６０時間以

内の達成に努めます。

時間外勤務の時間数

目標数値：各職員の１年間の時間外勤務時

間数について、人事院指針等に定

める上限目安時間の３６０時間以

内の達成に努めます。

年次有給休暇の取得日数

目標数値：年間２０日の年次有給休暇の

うち、職員１人当たりの取得日

数を、平成２５年 ４８％（平

均９．５日）から平成３１年度

８０％（平均１６．０日）と

します。

年次有給休暇の取得日数

目標数値：年間２０日の年次有給休暇の

うち、職員１人当たりの取得日

数を、平成２６年５２％（平均

１０．４日）から平成３１年度

８０％（平均１６．０日）としま

す。


